
 

業務委託仕様書  

 

１ 件  名   学校施設内漏水調査業務委託（小学校）（単価契約） 

 

２ 履行期間   令和６年(2024 年)４月１日 から 令和７年(2025 年)３月３１日まで 

 

３ 履行場所   市内小学校２１校 

 

４ 積算方法   別紙業務委託内容に示す１工程当たりの契約単価を見積もること。 

 

５ 支払方法   契約単価に消費税を加えて、業務完了確認後、支払うものとする。 

 

６ 委託内容   別紙のとおり 

 

７ その他    

 ⑴ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び別記個人情報取扱特 

  記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号） 

第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５

号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

①  受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に

よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告す

るとともに、所轄の警察署に通報すること。  

②   受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 ⑷ 仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

８ 問合せ先  

⑴ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 

草加市役所 契約課 

電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

⑵ 契約締結後の問合せ先 

草加市教育委員会 学校施設課 担当 三橋 

電話０４８（９２２）２６４３（直通） 

委託番号 ７３０８ 

契約形態 業務委託 



別紙 

業務委託内容  

 

【作業目的】 

 市内小学校の施設内漏水調査は、次の作業内容で全水道施設を調査することによって的

確な漏水の位置及び規模・その他不明水量を追求することにより、異常施設の適正化を計

る目的であることから、作業内容に従い、誠実にこれを履行しなければならない。 

 

【調査対象校】 

 市内２１校の小学校（別添資料のとおり）のうち、発注者から漏水調査を依頼した学校

とする。 

 

【１工程の作業内容】 

 ⑴ データ分析…水道施設及び使用水量等の資料の収集と分析 

 ⑵ 漏水調査 

  ① 現場下見：施設（各種図面等）及び路面（表出水等）状況を把握する。 

 ② 流量測定：漏水監視器の稼動水量（夜間）のチャートを基に、量水器、高架水槽 

  による不明水量の把握と分析を行う。 

 ③ 蛇口・止水栓音聴：全蛇口、止水栓の器具不良及び疑似音等の確認をし、特別水 

  道施設（節水装置等）の施設機能の点検を併せて行う。 

 ④ 受水槽・消火栓確認：受水槽、各ポンプ回りの点検や、受水槽回り、揚水管・消 

  火配管の疑似音等を確認する。 

 ⑤ その他流出量の調整：サイフォン式トイレ、池等で過度に流出している場合には、 

  適量に調整をする。 

 ⑥ 管路探知：漏水が発生している疑いのある埋設配管での、正確な管路位置や系統 

  を確認する。 

 ⑦ 管路面音聴：疑似漏水管路面上を音聴し、漏水箇所の範囲を絞り込む。 

 ⑧ 漏水確認：ボーリング作業や相関調査により、正確な漏水地点を割出す。尚、通 

  常工法で作業が困難な場合はエアコンプレッサーやトレーサ式漏水発見器を使用す 

  る。 

 ⑨ 補修後の確認：漏水の再発及び漏水による補修箇所等を確認する。 

 ⑶ 報告書作成・報告 

   報告書は、調査完了後決められた期日をもって速やかに作成、提出する。なお、報 

  告書は、学校管理者確認のうえ、押印または署名を受け、作業責任者が持参し、内容 

  について説明するものとし、不備不良箇所が存する場合は、位置が確認できる図面、 



  状況写真を必ず提出すること。 

 

【漏水調査使用機器】 

 ①簡易音聴棒 ②漏水探知機 ③鉄管探知器 ④非金属探知機 ⑤ボックスロケーター 

⑥相関式漏水発見器 ⑦エアコンプレッサー ⑧トレーサ式漏水発見器 ⑨その他補足 

機器 

  

【その他の事項】 

 ⑴ 作業の詳細については、市担当者と十分な打ち合わせを行った上で作業を行う。 

⑵ 作業日時・作業内容については、前もって市担当者に連絡し打ち合わせを行う。 

⑶ 作業中に起きた事故、器具損傷については、原則として受注者の債務とする。 

⑷ 作業に支障がある事態が起きた場合は、至急連絡し市担当者の指示をあおぐもの    

 とする。 

⑸ 空堀りについては、再調査する事によって補償する。 



（別添資料） 

漏水調査対象施設 

№ 学校名 所在地 

  １  草加小学校  草加市住吉一丁目１１番６４号 

  ２   高砂小学校   草加市中央一丁目２番５号 

  ３  新田小学校  草加市旭町六丁目１２番１１号 

  ４   谷塚小学校   草加市谷塚仲町４４０番地 

  ５   栄小学校   草加市松原一丁目３番２号 

  ６   川柳小学校   草加市青柳七丁目２７番１０号 

  ７  瀬崎小学校  草加市瀬崎二丁目３２番１号 

  ８  西町小学校  草加市西町２７０番地 

 ９  新里小学校  草加市新里町７５９番地 

１０  花栗南小学校  草加市花栗四丁目３番１号 

１１  八幡小学校  草加市八幡町６５番地  

１２  新栄小学校  草加市新栄四丁目９５９番地 

１３  清門小学校   草加市清門三丁目３７番地１ 

１４  稲荷小学校  草加市稲荷五丁目１１番１号 

１５  氷川小学校  草加市氷川町４４８番地 

１６  八幡北小学校  草加市八幡町１１４８番地 

１７  長栄小学校  草加市長栄一丁目７６２番地 

１８  青柳小学校  草加市青柳三丁目１７号１号 

１９  小山小学校  草加市小山二丁目８番１号 

２０  両新田小学校  草加市両新田西町５５番地 

２１  松原小学校  草加市松原四丁目２番１号 

 

 

 

 

 



別記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

（基本事項） 

第１条 この契約により、草加市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受けた者（以

下「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う

際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにし

なければならない。 

（秘密保持） 

第２条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、

この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければなら

ない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（作業場所の特定） 

第３条 受注者は、発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認した場所

以外で、個人情報を取り扱ってはならない。なお、発注者の承認は、書面でなければなら

ない。 

（厳重な保管及び搬送） 

第４条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失そ

の他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に

努めなければならない。 

⑴ 受注者は、発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認した場所から

個人情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」という。）を持ち出しては

ならない。 

⑵ 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、個人情報の

内容、数量、受渡し日、受渡し確認者その他必要な事項を記載した書面を発注者と取り交

わさなければならない。 

（再委託の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報

の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

（委託目的以外の使用等の禁止） 

第６条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る

個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 



第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る

個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第８条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる

おそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（個人情報の返還又は処分） 

第９条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係

る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなけれ

ばならない。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１０条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、

契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

（その他） 

第１１条 受注者は、第２条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。 

 



業務委託仕様書  

 

 

１ 件  名  学校施設内漏水調査業務委託（中学校）（単価契約） 

 

２ 履行期間  令和６年(2024 年)４月１日 から 令和７年(2025 年)３月３１日まで 

 

３ 履行場所  市内中学校１１校 

 

４ 積算方法  別紙業務委託内容に示す１工程当たりの契約単価を見積もること。 

 

５ 支払方法  契約単価に消費税を加えて、業務完了確認後、支払うものとする。 

 

６ 委託内容  別紙のとおり 

 

７ その他    

 ⑴ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び別記個人情報取扱特 

  記事項を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）

第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５

号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

  ① 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に

よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告す

るとともに、所轄の警察署に通報すること。  

  ② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 ⑷ 仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

８ 問合せ先  

⑴ 仕様書の記載内容に関すること（契約締結前） 

草加市役所 契約課 

電話０４８（９２２）１１２９（直通） 

⑵ 契約締結後の問合せ先 

草加市教育委員会 学校施設課 担当 三橋 

電話０４８（９２２）２６４３（直通） 

委託番号 ７３２８ 

契約形態 業務委託 



別紙  

業務委託内容  

 

【作業目的】 

 市内中学校の施設内漏水調査は、次の作業内容で全水道施設を調査することによって的

確な漏水の位置及び規模・その他不明水量を追求することにより、異常施設の適正化を計

る目的であることから、作業内容に従い、誠実にこれを履行しなければならない。 

 

【調査対象校】 

 市内１１校の中学校（別添資料のとおり）のうち、発注者から漏水調査を依頼した学校

とする。 

 

【１工程の作業内容】 

 ⑴ データ分析…水道施設及び使用水量等の資料の収集と分析 

 ⑵ 漏水調査 

① 現場下見：施設（各種図面等）及び路面（表出水等）状況を把握する。 

② 流量測定：漏水監視器の稼動水量（夜間）のチャートを基に、量水器、高架水槽

による不明水量の把握と分析を行う。 

③ 蛇口・止水栓音聴：全蛇口、止水栓の器具不良及び疑似音等の確認をし、特別水

道施設（節水装置等）の施設機能の点検を併せて行う。 

④ 受水槽・消火栓確認：受水槽、各ポンプ回りの点検や、受水槽回り、揚水管・消

火配管の疑似音等を確認する。 

⑤ その他流出量の調整：サイフォン式トイレ、池等で過度に流出している場合には、

適量に調整をする。 

⑥ 管路探知：漏水が発生している疑いのある埋設配管での、正確な管路位置や系統

を確認する。 

⑦ 管路面音聴：疑似漏水管路面上を音聴し、漏水箇所の範囲を絞り込む。 

⑧ 漏水確認：ボーリング作業や相関調査により、正確な漏水地点を割出す。なお、

通常工法で作業が困難な場合はエアコンプレッサーやトレーサ式漏水発見器を使用

する。 

⑨ 補修後の確認：漏水の再発及び漏水による補修箇所等を確認する。 

 ⑶ 報告書作成・報告 

 報告書は、調査完了後決められた期日をもって速やかに作成、提出する。なお、報

告書は、学校管理者確認のうえ、押印または署名を受け、作業責任者が持参し、内容

について説明するものとし、不備不良箇所が存する場合は、位置が判断できる図面、



状況写真を必ず提出すること。 

 

【漏水調査使用機器】 

 ①簡易音聴棒 ②漏水探知機 ③鉄管探知器 ④非金属探知機 ⑤ボックスロケーター

⑥相関式漏水発見器 ⑦エアコンプレッサー ⑧トレーサ式漏水発見器 ⑨その他補足

機器 

 

 【その他の事項】 

 ⑴ 作業の詳細については、市担当者と十分な打ち合わせを行った上で作業を行う。 

  ⑵ 作業日時・作業内容については、前もって市担当者に連絡し打ち合わせを行う。 

 ⑶ 作業中に起きた事故、器具損傷については、原則として受注者の債務とする。 

 ⑷ 作業に支障がある事態が起きた場合は、至急連絡し市担当者の指示をあおぐもの 

   とする。 

⑸ 空堀りについては、再調査する事によって補償する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添資料） 

漏水調査対象施設  

No 学 校 名 所 在 地 

１ 草加中学校 草加市氷川町２１７９番地４ 

２ 栄中学校 草加市松原三丁目７番１号 

３ 谷塚中学校 草加市谷塚上町６２番地 

４ 川柳中学校 草加市青柳七丁目３５番１号 

５ 新栄中学校 草加市新栄一丁目３３番地 

６ 瀬崎中学校 草加市瀬崎五丁目３番１号 

７ 花栗中学校 草加市花栗四丁目１５番１２号 

８ 両新田中学校 草加市両新田西町３６８番地１ 

９ 新田中学校 草加市長栄一丁目７６７番地 

10 青柳中学校 草加市青柳八丁目５８番１０号 

11 松江中学校 草加市松江三丁目１４番３３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

（基本事項） 

第１条 この契約により、草加市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受けた者（以

下「受注者」という。）は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う

際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにし

なければならない。 

（秘密保持） 

第２条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、

この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければなら

ない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（作業場所の特定） 

第３条 受注者は、発注者の指定した場所又は受注者の求めにより発注者が承認した場所

以外で、個人情報を取り扱ってはならない。なお、発注者の承認は、書面でなければなら

ない。 

（厳重な保管及び搬送） 

第４条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失そ

の他の事故を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、個人情報の厳重な保管及び搬送に

努めなければならない。 

⑴ 受注者は、発注者の許可なく、発注者の指定した場所又は発注者が承認した場所から

個人情報又は個人情報を含む契約目的物等（以下「個人情報等」という。）を持ち出しては

ならない。 

⑵ 受注者は、個人情報等を発注者から受けるとき又は発注者に渡すときは、個人情報の

内容、数量、受渡し日、受渡し確認者その他必要な事項を記載した書面を発注者と取り交

わさなければならない。 

（再委託の禁止） 

第５条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報

の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

（委託目的以外の使用等の禁止） 

第６条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る

個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 



第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る

個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第８条 受注者は、個人情報の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる

おそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（個人情報の返還又は処分） 

第９条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係

る個人情報を速やかに発注者に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなけれ

ばならない。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１０条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、

契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

（その他） 

第１１条 受注者は、第２条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。 

 

 


